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平成 20 年 3 月 25 日 

 

各   位 

 

会 社 名 ク ラ フ ト 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  森  要

（ Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ａ Ｑ コ ー ド  ７ ４ ４ ０ ）

（ＵＲＬ  http://www.kraft-net.co.jp/）

問 合 せ 先 ク ラ フ ト 株 式 会 社 

役職・氏名 取 締 役 経 理 部 長 ・ 井 本 秀 景

電 話 ０３（３２６５）９４５６（代表）

 

 

当社の完全子会社化等のための定款の一部変更及び 

全部取得条項付株式の取得に関する承認決議のお知らせ 
 

当社は、平成 20 年 1 月 29 日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集

のための基準日設定に関するお知らせ」及び平成 20 年 2 月 18 日付「当社の完全子会社

化等のための定款の一部変更及び全部取得条項付株式の取得に関するお知らせ」（以下

「平成 20 年 2 月 18 日付当社プレスリリース」といいます。）においてお知らせいたし

ましたとおり、本日、当社定款の一部変更及び当該変更によって全部取得条項が付され

た当社普通株式の全部の取得について臨時株主総会及び普通株主の皆様による種類株

主総会に付議しましたところ、下記のとおり、いずれも承認可決されましたので、お知

らせいたします。 

 

記 
 
1. 当社定款一部変更等の内容 

当社は平成 20年 2月 18日付当社プレスリリースにてお知らせいたしましたとお

り、以下の①から③による当社定款の一部変更及び当社の全部取得条項付普通株式

の全部の取得（以下「本定款一部変更等」と総称します。）について必要なご承認

をいただくため、本日、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及

び普通株主の皆様による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を

開催いたしました。 

① 下記②の定款変更を行う前提として当社が種類株式発行会社となるため、当社

定款の一部を変更し、種類株式を発行する旨の定めを新設すること。 

② 上記①による変更後の当社定款の一部を追加変更し、当社普通株式に、当社が

株主総会の決議によってその全部を取得する全部取得条項（以下「全部取得条

項」といいます。）を付す旨の定めを新設すること。（なお、全部取得条項が付

された後の当社普通株式を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。） 
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③ 会社法第 171 条並びに上記①及び②による変更後の定款に基づき、株主総会の

決議によって、株主の皆様から当社の全部取得条項付普通株式の全て（自己株

式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに、当社は、各株主の皆様に対し

て、当該取得の対価として当社の種類株式を交付すること。 

 

2. 当社定款の一部変更（本定款一部変更等のうち①及び②）の承認決議 

(1) 承認可決された事項の内容 

本定款一部変更等のうち①及びこれに伴う所要の定款変更は、本臨時株主総

会における第 1 号議案として付議され、承認可決されました。本定款一部変更

等のうち②は、本臨時株主総会における第 2 号議案及び本種類株主総会におけ

る議案として付議され、いずれも承認可決されました（本臨時株主総会第 1 号

議案に係る定款変更の内容は、平成 20 年 2 月 18 日付当社プレスリリースの定

款一部変更の件Ａに記載のとおりであり、本臨時株主総会第 2 号議案及び本種

類株主総会議案に係る定款変更の内容は、同プレスリリースの定款一部変更の

件Ｂに記載のとおりです。）。 

 

(2) 定款変更の効力発生 

本定款一部変更等のうち①及びこれに伴う所要の定款変更の効力は、本臨時

株主総会において承認可決された時点で発生いたしました。本定款一部変更等

のうち②の効力は、本臨時株主総会及び本種類株主総会における承認可決によ

り、平成 20 年 4 月 30 日（水）に発生いたします。 

 

3. 全部取得条項付普通株式の取得（本定款一部変更等のうち③）の承認決議 

(1) 承認可決された事項の内容 

全部取得条項付普通株式の取得（本定款一部変更等のうち③）は、その実施

のための他の必要事項の決定を取締役に一任いただくことを含めて本臨時株主

総会における第 3 号議案として付議され、承認可決されました。当該議案の内

容は、平成 20 年 2 月 18 日付当社プレスリリースにおいてお知らせいたしまし

たとおり、当社が、会社法第 171 条並びに本定款一部変更等のうち①及び②に

よる変更後の定款に基づき、株主総会の決議によって、株主の皆様から当社の

全部取得条項付普通株式の全て（自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と

引換えに、当社は、本定款一部変更等のうち①によって設けられるＡ種種類株

式を、各株主の皆様に対して、その所有する全部取得条項付普通株式 1 株につ

き、10 万分の 1株の割合をもって交付するものです。この際、当社親会社であ

るクラフトフィナンシャルホールディングス株式会社（以下「ＫＦＨ社」とい

います。）以外の各株主の皆様に対して割り当てられる当社のＡ種種類株式の数

は、1株未満の端数となる予定です。 

 

(2) 全部取得条項付普通株式の取得の効力発生 

全部取得条項付普通株式の取得（本定款一部変更等のうち③）の効力は、本

臨時株主総会における承認可決により、本定款一部変更等のうち②の効力発生

を条件として、平成 20 年 4 月 30 日（水）（以下「取得日」といいます。）に発

生いたします。 
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(3) 全部取得条項付普通株式の取得の実施に関する手続き 

全部取得条項付普通株式の取得の効力が発生した場合には、上記のとおり、

当社は、基準日と定める予定の平成 20 年 4 月 28 日（月）の最終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様から全部取得条項付普通株式

の全て（自己株式を除きます。）を取得し、当該取得と引換えに、全部取得条項

付普通株式 1 株につき本定款一部変更等のうち①によって設けられるＡ種種類

株式を 10 万分の 1株の割合をもって交付いたします。これに伴い、当社の普通

株式を表章する株券（本日現在当社の発行する全ての株券が該当します。）は取

得日に無効となりますので、当社普通株式に係る株券を所有される方は、その

株券を株券提出期間（平成 20 年 3 月 26 日（水）から平成 20 年 4 月 30 日（水）

まで）内に当社株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社の事務取扱場

所までご提出くださいますようお願いいたします。なお、かかるご提出に必要

な手続は当社から追ってご連絡を差し上げる予定ですので、今後の当社から開

示される情報、通知等には、十分にご留意ください。 

また、株主の皆様に対するＡ種種類株式の交付の結果生じる 1 株未満の端数

につきましては、その合計数に相当する株式は、会社法第 234 条の定めに従い、

必要となる裁判所の許可が得られることを条件に売却することにより、その売

却により得られた代金をその端数に応じて株主の皆様に交付いたします。ただ

し、売却に当たっては、当該端数の合計数に 1 株に満たない端数がある場合に

は、当該端数は会社法第 234 条第 1 項により切り捨てられ、売却の対象とはな

りません。かかる売却手続に関し、当社は、会社法第 234 条第 2 項の規定に基

づき、裁判所の許可を得てＡ種種類株式をＫＦＨ社に対して売却すること、又

は会社法第 234 条第 2 項及び第 4項の規定に基づき当社がＡ種種類株式を買い

取ることを予定しております。この場合のＡ種種類株式の売却金額につきまし

ては、必要となる裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様が

保有する当社普通株式数に 2,396 円（ＫＦＨ社が当社普通株式に対して公開買

付けを行った際における買付価格）を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆

様に交付できるような価格に設定することを予定しておりますが、裁判所の許

可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に

交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。 

なお、当社普通株式の株主の皆様に対して当社が交付するＡ種種類株式につ

いては、現時点において、証券取引所に対して上場申請を行う予定はありませ

ん。また、本定款一部変更等の結果、当社普通株式に係る株券は、ジャスダッ

ク証券取引所の株券上場廃止基準に該当しますので、平成 20 年 3 月 26 日から

平成 20 年 4 月 22 日までの間、整理ポストに割り当てられた後、平成 20 年 4

月 23 日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式に係る

株券をジャスダック証券取引所において取引することはできませんので、ご留

意ください。 
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(4) 全部取得条項付普通株式の取得にかかる今後の日程 

 

種類株式発行に係る定款一部変更（本定款一部変

更等の①）の効力発生日 

平成 20 年 3 月 25 日（火）

株券提出手続の開始（株券提出に関する公告及び

株主・登録株式質権者への通知送付） 

平成 20 年 3 月 26 日（水）

整理ポストへの割当て 

 

平成 20 年 3 月 26 日（水）

当社普通株式に係る株券の売買最終日 

 

平成 20 年 4 月 22 日（火）

当社普通株式に係る株券の上場廃止日 

 

平成 20 年 4 月 23 日（水）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株

式交付の基準日 

平成 20 年 4 月 28 日（月）

株券提出の期限 

 

平成 20 年 4 月 30 日（水）

全部取得条項に係る定款一部変更（本定款一部変

更等の②）の効力発生日 

平成 20 年 4 月 30 日（水）

全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株

式交付の効力発生日 

平成 20 年 4 月 30 日（水）

 

以 上 


